
  日医発第 1536 号（医経）  

令和 6 年 12 月 6 日  

都道府県医師会  

会長  殿  

公益社団法人  日本医師会   

会長  松本  吉郎   

（公印省略）  

医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について  

医療機関等における食材料費及び光熱費等の物価高騰に対する財政支援について

は、本会より国等に対し、要望を行ってまいりました。  

その結果、今般の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令

和 6 年 11 月 22 日閣議決定。以下「経済対策」という。）においては、「重点支援地

方交付金」（以下「本交付金」という。）の推奨事業メニューについて、引き続き、

地域の実情に応じて、困難な状況にある者を支える観点から、本交付金の追加を行

う旨が盛り込まれました。  

今般、厚生労働省医政局より、別添の通り、事務連絡「医療機関への支援に関す

る「重点支援地方交付金」の活用について（食材料費関係）」及び「医療機関への支

援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（光熱費等）」が各都道府県・市

区町村衛生主管部（局）宛に発出された旨、情報提供と周知依頼がございました。  

 食材料費関係については「各都道府県において、確実にご対応いただきたい支援

事業の標準の考え方」（令和６年 10 月の「食料」の消費者物価指数が、入院時の食

費の基準が 490 円に引き上げられた令和６年６月比で 3.5%の上昇となっているこ

となどを踏まえた補助額の設定）が示されております。  

光熱費等については「各都道府県において、ご対応頂きたい優良な活用事例」が

示されるとともに、光熱費以外に高騰している経費への支援も可能とされておりま

す。  

貴会におかれましても本件についてご了知をいただき、各地方公共団体において

本交付金を活用した支援事業を立ち上げ予算化していただくため、地方公共団体と

の調整・協議を早急に行っていただきますとともに、貴会管下郡市区等医師会への

周知・連携につき、ご高配のほどお願い申し上げます。  

以  上  



 

【添付資料】  

・医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（食材料費関   

係）（令和 6 年 12 月 5 日  厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課）  

・医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（光熱費等）

（令和 6 年 12 月 5 日  厚生労働省医政局総務課、医療経営支援課、歯科保健課）  

 

（別添）  

・「重点支援地方交付金の追加」（令和 6 年 11 月 29 日  内閣府地方創生推進室）  



事 務 連 絡 

令和６年 12 月５日 

公益社団法人 日本医師会 御中 

厚生労働省医政局総務課

厚生労働省医政局医療経営支援課

医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（食材料費関係） 

日頃より、医療行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年11月22日閣議

決定。以下「経済対策」という。）においては、「重点支援地方交付金」（以下「本交付金」

という。）の推奨事業メニューについて、引き続き、地域の実情に応じて、困難な状況に

ある者をしっかり支えるとの観点から、エネルギー価格や食料品価格等の高騰に対する

支援を継続するため、本交付金の追加を行う旨が盛り込まれました。 

（別添ご参照） 

また、経済対策においては、食料品価格の物価高対策として本交付金による医療機関

への活用について明示されており、厚生労働省としても現下の物価高により厳しい状況

にある医療機関に対し、公的価格により価格に転嫁できないことから経済対策を踏まえ

本交付金による緊急かつ確実に、そして統一性をもった支援につなげたいと考えており

ます。 

このため、各都道府県・市区町村衛生主管部（局）あてに別紙の事務連絡を発出し、

食材料費の高騰に対する支援に関し、各都道府県において、確実にご対応いただきたい

支援事業の標準の考え方を示した上で、支援事業の可能な限り早期の予算化に向けて手

続き等ご対応をいただくようお願いしたところです。 

貴会におかれましては、これを御了知いただくとともに、貴会会員等に対し周知等の

御協力をお願いします。 
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令和６年 12月５日 

 

各      衛生主管部（局） 御中 

 

厚 生 労 働 省 医 政 局 総 務 課 

厚生労働省医政局医療経営支援課  

 

医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（食材料費関係） 

 

日頃より、医療行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年11月22日閣議

決定。以下「経済対策」という。）においては、「重点支援地方交付金」（以下「本交付金」

という。）の推奨事業メニューについて、引き続き、地域の実情に応じて、困難な状況に

ある者をしっかり支えるとの観点から、エネルギー価格や食料品価格等の高騰に対する

支援を継続するため、本交付金の追加を行う旨が盛り込まれました。 

（別添ご参照） 

また、経済対策においては、食料品価格の物価高対策として本交付金による医療機関

への活用について明示されており、厚生労働省としても現下の物価高により厳しい状況

にある医療機関に対し、公的価格により価格に転嫁できないことから経済対策を踏まえ

本交付金による緊急かつ確実に、そして統一性をもった支援につなげたいと考えており

ます。 

このため、食材料費の高騰に対する支援に関し、各都道府県において、確実にご対応

いただきたい支援事業の標準の考え方について、下記のとおりお示ししますので、市町

村等ともご協力いただきつつ、支援事業の可能な限り早期の予算化に向けて手続き等ご

対応をいただきますようお願い申し上げます。 

今後、本交付金の積増し分を活用した支援状況について、フォローアップを実施させ

ていただく予定ですので、その際はご協力のほどお願い申し上げます。フォローアップ

の結果につきましては共有させていただく予定であり、そちらもご参照・ご活用いただ

きたいと思います。 

本事業の詳細については検討中であるとともに、令和６年度補正予算案については、

今後、国会で審議され、当該事業の内容についても変更の可能性がありますので、あら

かじめご了承ください。 

記 

 

都道府県 

市区町村 

別 紙 



 

 

○ 医療機関（保険医療機関に限る。）への食材料費の高騰に対する支援事業（対象施

設と支援額）について 

本支援事業は、令和６年度診療報酬改定において入院時の食費の基準が令和６年

６月から490円（30円の引き上げ）とされましたが、依然として食材料費が高騰し

ている現状を踏まえ、医療機関を支援するためのものです。 

事業の実施に当たっては、令和６年10月の「食料」の消費者物価指数が、入院時

の食費の基準が 490 円に引き上げられた令和６年６月比で 3.5%の上昇となってい

ることなど、足下の状況を踏まえた適切な補助額の設定をお願いいたします。 

 

 

＜本件問い合わせ先＞ 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

電話：03-5253-1111 内線2672、2620、2609 
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医療機関への支援に関する「重点支援地方交付金」の活用について（光熱費等） 

 

日頃より、医療行政の推進に多大なる御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」（令和６年11月22日閣議

決定。以下「経済対策」という。）においては、「重点支援地方交付金」（以下「本交付金」

という。）の推奨事業メニューについて、引き続き、地域の実情に応じて、困難な状況に

ある者をしっかり支えるとの観点から、エネルギー価格や食料品価格等の高騰に対する

支援を継続するため、本交付金の追加を行う旨が盛り込まれました。（別添ご参照） 

また、経済対策においては、光熱費等の物価高対策として本交付金による医療機関へ

の活用について明示されており、厚生労働省としても現下の物価高により厳しい状況に

ある医療機関に対し、公的価格により価格に転嫁できないことから経済対策を踏まえ本

交付金により各自治体において一定水準を保ちつつ、緊急かつ確実に支援につなげたい

と考えております。 

このため、各都道府県・市区町村衛生主管部（局）あてに別紙の事務連絡を発出し、

各都道府県において、ご対応いただきたい優良な活用事例を示した上で、支援事業の可

能な限り早期の予算化に向けて手続き等ご対応を検討いただくようお願いしたところで

す。 

貴会におかれましては、これを御了知いただくとともに、貴会会員等に対し周知等の

御協力をお願いします。 
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の活用について明示されており、厚生労働省としても現下の物価高により厳しい状況に

ある医療機関に対し、公的価格により価格に転嫁できないことから経済対策を踏まえ本

交付金により各自治体において一定水準を保ちつつ、緊急かつ確実に支援につなげたい

と考えております。 

このため、各都道府県において、ご対応いただきたい優良な活用事例として、下記の

とおりお示ししますので、市町村等ともご協力いただきつつ、支援事業の可能な限り早

期の予算化に向けて手続き等ご対応を検討いただきますようお願い申し上げます。 

今後、本交付金の積増し分を活用した支援状況について、フォローアップを実施させ

ていただく予定ですので、その際はご協力のほどお願い申し上げます。フォローアップ

の結果につきましては共有させていただく予定であり、そちらもご参照・ご活用いただ

きたいと思います。 

本事業の詳細については検討中であるとともに、令和６年度補正予算案については、

今後、国会で審議され、当該事業の内容についても変更の可能性がありますので、あら

かじめご了承ください。 
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都道府県 

市区町村 

別 紙 



 

 

○ 医療機関に対する光熱費等高騰への支援事業（対象施設と支援額）について 

（１）以下の表のとおり、令和５年11月の重点支援地方交付金の積増し等を受けて各

都道府県が実施した光熱費等高騰への支援事業の補助額の実績をまとめました。

具体的な補助額の設定に当たっては、以下の表をご参照いただき、医療機関にお

ける光熱費等の高騰状況を適切に反映した額としてご検討いただくようお願いし

ます。 

 中央値 上位25％ 最大値  

病院 ※１ ３８０万円 ６０８万円 ２６００万円※２ 

（１病床当たり） （1.9万円） （3.04万円） （13.0万円） 

有床診療所 ※１ ２５万円 ３５．８万円 １３０万円※２ 

（１病床当たり） （2.5万円） （3.58万円） （13.0万円） 

無床診療所 

（歯科診療所を含む） 
６．８万円 １０万円 ２４万円 

※１ 病院については200床規模で各都道府県の単価より試算したもの。 

有床診療所については10床規模で各都道府県の単価より試算したもの。 

   ※２ 光熱費以外に診療材料費、消耗品費等への支援を含んでいます。 

※３ 支援策の検討に当たっては、例えば、医療機能に応じた加算や特別高圧受

電契約である医療機関への加算、光熱費以外に高騰を受けている経費（委託

費等）への支援、歯科技工所や訪問看護ステーション等への措置など、地域

の実情に応じた内容となるようご検討をお願いします。 

※４ 参考までに、上記の補助額の実績を、一月あたりの補助額に推計した実績

についても以下の表の通りお示ししますので、ご活用下さい。 

 

 中央値 上位25％ 最大値  

病院 ※１ ５５．４万円 ６７．３万円 １３００万円※２ 

（１病床当たり） （2.77千円） （3.365千円） （6.5万円） 

有床診療所 ※１ ３．３万円 ５万円  ６５万円※２ 

（１病床当たり） （3.3千円） （5千円）  （6.5千円） 

無床診療所 

（歯科診療所を含む） 
０．８万円 １．７万円 １０万円 

（２）以下のとおり、優良な活用事例をお示しします。 

自治体Ａ 病院・有床診療所：50万+3万/床（300 床以上は 100万＋3万/床）、 

無床診療所：20万、歯科技工所10万、施術所5万 



自治体Ｂ 病院（200床以上）：70万＋6万/床（200床未満は 50万＋4.5万/床、

100 床未満は 35 万＋3.5 万/床）、有床診療所：25 万＋2.5 万/床、   

無床診療所：20万、歯科技工所・助産所・薬局：7万 

自治体Ｃ 特別高圧契約施設：5万/床 

特別高圧契約以外の施設：病院2.35万/床、有床診療所5万＋1.85

万/床、無床診療所・助産所：5万、施術所3万 

＜本件問い合わせ先＞ 

厚生労働省医政局医療経営支援課 

電話：03-5253-1111 内線2672、2620、2609 
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